
参考資料
国立大学法人等施設整備 

に関する検討会（第２回） 

平成 22 年 7 月 22 日了承 

平成２３年度国立大学法人等施設整備方針 

 

 

基本的な考え方 

国立大学法人等は、世界一流の優れた人材の養成、独創的・先端的な学術研究、高

度先進医療の推進のための拠点であり、我が国の経済成長の鍵を握る人材力を強化

し、技術力を発揮していくためのイノベーションの基盤となるものである。 

文部科学省としては、「今後の国立大学法人等施設の整備充実に関する調査研究協

力者会議」の平成２１年８月中間まとめ『知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法

人等施設の整備充実について』（以下「中間まとめ」という。）等を踏まえ、国立大学

法人等の施設の重点的・計画的な整備を支援するとともに、施設マネジメント等のシ

ステム改革への取組を一層推進する。特に耐震性能が著しく劣るIs値0.4以下の施設

の耐震化については、平成２４年度までの２年間で解消を目指す。 

 

整備方針等 

１．整備方針 

国立大学法人等が求められている機能を発揮できるよう、「中間まとめ」で示さ

れた３つの課題「質的向上への戦略的整備」、「地球環境に配慮した教育研究環境の

実現」、「安全・安心な教育研究環境の確保」を進めるための施設整備を重点的に支

援する。また、厳しい財政状況の中で、限られた財源を効果的・効率的に活用する

ため、各法人の自主性にも配慮しつつ、国が重点的に支援する対象を明確化する。 

 

◇ 整備内容 

（１）質的向上への戦略的整備 

各国立大学法人等の特性等に応じた「質的向上への戦略的整備」を進めるため、

以下の５つの戦略カテゴリーを設定し、カテゴリー毎に大学等の戦略的な整備を

推進する。この際、「地球環境に配慮した教育研究環境の実現」、「安全・安心な

教育研究環境の確保」の２つの課題についても併せて配慮した施設整備を重点的

に推進する。 

＜戦略カテゴリー＞ 

① 国際的に卓越した教育研究拠点機能の充実 

② 国際化の推進機能の充実 

③ 高度な専門職業人の養成や専門教育機能の充実 

④ 大学等の特性を生かした多様な教育研究機能の充実 

⑤ 学生支援や地域貢献など大学等の戦略を踏まえ必要な機能の充実 
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（２）附属病院機能の充実 

先端医療・地域医療に対応した教育・研究・診療機能の強化に資するため、大

学附属病院の計画的な整備を推進する。 

（３）「安全・安心な教育研究環境の確保」及び「地球環境に配慮した教育研究環

境の実現」の推進 

安全対策・環境対策等の観点から、耐震性が劣る施設の耐震補強や安全上緊急

性が高い基幹設備の更新等を図る。 

 

◇ 重点的な整備の視点 

国立大学法人等施設の整備に当たっては、各法人における中期目標・中期計画等

を踏まえた要求に対し、各法人の優先度を尊重した支援を基本としつつ、国の各種

政策や社会的ニーズ等への対応も勘案した上で、上記（１）、（３）に係る整備のう

ち、以下に示すような課題に対応した整備及び上記（２）に係る整備に対して、特

に重点的に支援を行う。 

 Is値0.4以下の施設の耐震化 

 大学間の連携・協力を図りつつ、施設の共同利用を進める教育研究拠点の形成 

 グリーン・イノベーションやライフ・イノベーション等の分野で世界トップに

立つ研究推進のための基盤の強化 

 外国人研究者への対応や留学生受入れ等の国際化の推進のための研究・交流ス

ペースの整備 

 医学部定員増への対応 

 地域のニーズに対応した教育機能の充実、若手・女性研究者の研究環境の充実、

附属学校の充実など、大学等が自らの特性を発揮し、かつ、社会的要請の高い

教育研究活動を展開する上で必要な教育研究環境の整備 

 図書館など学生（附属学校の児童生徒等を含む。）支援環境の充実 

 安全上特に緊急性の高い基幹設備の更新 

 

２．システム改革の推進 

システム改革に関する取組を一層推進することとし、各法人における以下の取組

を評価し、事業選定に反映する。 

○ 施設マネジメント 

・ 全学的視点に立った施設運営やスペースの弾力的・流動的活用等の既存ス

ペースの有効活用 

・ 長期間にわたり良好な状態の施設とするための維持管理 

○ 効果的な省エネルギー対策 

○ 自助努力に基づいた多様な財源を活用した整備手法による施設整備 

○ 適正な事業執行 
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国立大学法人等施設整備

に関する検討会（第１回）

平成 22 年 5 月 25 日了承

平成２３年度国立大学法人等施設整備の事業評価等について 
 

 

１．基本的事項 

国立大学法人等施設整備事業の事業評価・事業選定については、「今後の国立大学

法人等施設の整備充実に関する調査研究協力者会議」の平成２１年８月中間まとめ

『知の拠点－我が国の未来を拓く国立大学法人等施設の整備充実について』（以下、

「中間まとめ」という。）で示された３つの課題「質的向上への戦略的整備」、「地球

環境に配慮した教育研究環境の実現」、「安全・安心な教育研究環境の確保」の視点

等を踏まえて実施する。この際、事業の一層の重点化・効率化を図るとともに、事

業評価・事業選定の透明性・客観性を確保する観点から、個別事業における事業の

必要性・緊急性等はもとより、システム改革や事後評価の反映状況など各法人の取

組を適正に評価する。さらに、当該法人に対し評価結果を伝達することにより、シ

ステム改革などの更なる推進に資するものとする。 

 

２．対象事業 

各法人から要求があった重点事業の中から、当該年度の整備方針に合致する全て

の事業を対象とする。 

 

３．事業評価・事業選定 

事業評価については、有識者で組織する「国立大学法人等施設整備に関する検討

会」（以下「施設検討会」という。）において、事業評価方法（評価項目、評価基準）

を検討し、これに基づき全学的な取組及び個別事業に関する評価を行う。 

事業選定については、施設検討会において、中間まとめや国の各種政策、社会的

ニーズ等を踏まえた整備方針及び事業選定方針を検討し、最終的には、文部科学省

において概算要求事業を決定する。 

■事業評価 ・・・ 事業評価は、全学的な取組及び個別事業について、それぞれ４

段階評価（全学的な取組：s,a,b,c 個別事業：S,A,B,C）を実施

する。 

■事業選定 ・・・ 原則として、全学的な取組が(s,a)評価の事業について、整備方

針及び事業選定方針を踏まえ、個別事業の評価結果を基に事業選

定を行う。この際、Is値0.4以下の施設の耐震化に係る事業を最優

先で選定するとともに、各カテゴリーの優先度を勘案する。 
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事業評価等の流れ 

 ５／２５ 

① 整備の方向性・事業評価

方法の検討  （施設検討会） 

・有識者で構成される「国立大学法人等施設整備に関する検

討会」において整備の方向性（案）、事業評価等（案）等を

検討 

５／３１  ↓  

② 整備の方向性等の提示 
・文部科学省は法人に対し、翌年度の整備の方向性及び事業

評価等を提示 

↓  

③ 整備方針（案）等の作成 

・平成22年6月頃にとりまとめ予定の新成長戦略の全体像等を

踏まえ、文部科学省において、整備方針（案）、事業選定方

針（案）を作成するとともに、事業評価等に基づき、各法

人からの要求に対し事業評価（案）を作成 

７月下旬  ↓  

④ 整備方針及び事業評価の

検討     （施設検討会） 

・施設検討会において、整備方針（案）、事業選定方針（案）

及び事業評価（案）を検討 

↓  

⑤ 選定事業（案）の作成 
・文部科学省において整備方針、事業選定方針及び事業評価

に基づき選定事業（案）を作成 

８月上旬  ↓  

⑥ 選定事業の検討（施設検討会） ・施設検討会において、選定事業（案）を検討 

８月下旬  ↓  

⑦ 概算要求事業の決定 ・文部科学省において、概算要求事業を決定 

９月上旬  ↓  

⑧ 事業評価結果等の伝達 ・各法人に対し、事業評価結果、概算要求事業等を伝達 
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評価項目等の主な見直しのポイント 

 

 

Ⅰ 全学的な取組状況の評価項目 

○ システム改革の取組状況 

・ 「適正な入札及び契約への取組状況」、「補助金の早期執行に関する取組状況」

について評価項目を統合 

・ 「補助金の適正な執行に関する取組状況」について評価するため、新たな視

点として追加 

 

Ⅱ 個別事業に関する評価項目 

○ 大学等の中期目標・中期計画や施設整備計画等の戦略との整合性、優先度 

・ 「大学等の中期目標・中期計画や施設整備計画等の戦略との整合性、優先度」

について評価するため、新たな評価項目として設定 

 

○ 事業規模や費用等の適正性 

・ 長期借入れが可能な施設の整備事業について、「長期借入金等の活用が検討

されているか」を評価するため、新たな視点として追加 

 

○ 教育研究等への効果等 

・ 「教育研究等への効果等」が高く見込まれる事業から優先的に支援するため、

当該項目の評価の配点を２倍に設定 

 

○ 環境負荷低減のための取組 

・ 環境負荷低減のための取組をより適切に評価するため、新たな評価基準を設

定 

 

○ 国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題 

・ 「国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題」について評価するため、

新たな評価項目として設定 
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Ⅰ　全学的な取組状況の評価基準

s a b c

特筆すべき取組が
行われている

全学的な取組が行
われている

全学的な取組がや
や不十分

全学的な取組が不
十分

○施設マネジメントに関する委員会等に
おける全学的な取組や検討状況

特筆すべき取組が行
われている

全学的な取組が行わ
れている

全学的な取組がやや
不十分

全学的な取組が不十
分

特筆すべき取組が
行われている

十分な取組が行わ
れている

取組がやや不十分 取組が不十分

特筆すべき取組が行
われている

視点①②が｢a｣
視点①②が｢a｣又は｢
b｣

視点①②のいずれか
に｢c｣を有す

①既存スペースの有効活用、若手研究者
のスペース確保に関する規定等の策定や
取組状況

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

②共同利用スペースの確保に関する規定
等の策定や取組状況

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

特筆すべき取組が
行われている

十分な取組が行わ
れている

取組がやや不十分 取組が不十分

○修繕計画等の策定や現況の把握など施
設の維持管理の取組状況

特筆すべき取組が行
われている

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

特筆すべき取組が
行われている

十分な取組が行わ
れている

取組がやや不十分 取組が不十分

○省エネルギー対策の目標達成状況の検
証や光熱水量の把握など省エネルギー対
策に関する取組状況

特筆すべき取組が行
われている

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

特筆すべき取組が
行われている

整備実績がある又
は十分な検討が行
われている

検討がやや不十分 検討が不十分

○過去３年間の整備実績(H19-21年度）
又は今後の実施予定・検討状況

特筆すべき取組が行
われている

整備実績がある又は
十分な検討が行われ
ている

検討がやや不十分 検討が不十分

特筆すべき取組が
行われている

十分な取組が行わ
れている

取組がやや不十分 取組が不十分

視点①～③が「s」

視点①～③が｢a｣以上
（ 視 点 ① ～ ③ が
「 s 」 の 場 合 を 除
く）

視点①～③が｢b｣以上
（視点①～③が「a」
以上の場合を除く）

視点①～③のいずれ
かに｢c｣を有す

①適正な入札及び契約への取組状況
特筆すべき取組が行
われている

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

②補助金の適正な執行に関する取組状況
特筆すべき取組が行
われている

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

③補助金の早期執行に関する取組状況
特筆すべき取組が行
われている

十分な取組が行われ
ている

取組がやや不十分 取組が不十分

十分な取組が行わ
れ、教育研究等へ
の効果が現れてい
る

取組がやや不十分

取組が不十分であ
り、教育研究等へ
の効果も現れてい
ない

視点①②が｢a｣
視点①②が｢a｣又は｢
b｣

視点①②のいずれか
に｢c｣を有す

①事後評価の実施体制・取組状況
評価体制が整えら
れ、適切に評価を実
施している

概ね適切な評価を実
施している

適切に評価が行われ
ていない

②過去（3,5年前）に整備された施設の利
用状況と教育研究等に期待された効果

適切に利用され、期
待された効果が現れ
ている

適切に利用されてい
る

適切に利用されてお
らず、効果も現れて
いない

※ s：3点、a：2点、b：1点、c：0点とする。

(１)施設マネジメントに関する全学的な体
制

(２)スペースの有効活用に関する取組状況

　PDCAサイクルを考慮したスペースの有効
活用に関する取組が行われているか

２．実施事業の事後評価

　事後評価の取組が行われ、適切な利用や
教育研究等への効果が現れているか

(５)多様な財源を活用した整備手法の取組
状況

評価
評価項目

１．システム改革の取組状況

全
学
的
な
取
組
状
況
の
評
価
の
具
体
的
視
点

(３)施設の維持管理に関する取組状況

(４)省エネルギー対策に関する取組状況

(６)適正な事業執行に関する取組状況

　適正な事業執行に関する取組が積極的に
行われているか

特筆すべき取組が行
われている

4
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Ⅱ　個別事業に関する評価項目・基準

a b c

優先度が高い 優先度がやや高い 優先度が低い

①②③がともにa ①②がa、③がb
①②③のいずれかにcを
有す

①各大学等が中期目標・中期計画等で掲
げる戦略との整合性

整合する 整合しない

②各大学等が策定する施設整備計画等と
の整合性

整合する 整合しない

③各大学等の優先度 高い やや高い 低い

費用対効果が高い 妥当である 妥当でない

①②③④がともにa ①③④がa又はb、②がa
①②④のいずれかにcを
有す

①-1【改修・改築事業の場合】事業規模
の適正性

適切
関連性の低い施設・設備が
一部混在している

関連性のない施設・設備が
混在している

①-2【狭隘解消事業の場合】教育研究の
高度化・多様化に伴い、狭隘となってい
ないか

狭隘が著しい 狭隘である
狭隘ではない、又は、不明
確である

①-3【病院再生事業の場合】事業範囲が
再開発整備計画等に照らし適切となって
いるか

適切 妥当である 不適切である

②事業規模当たりの費用が妥当か 妥当である 妥当でない

③事業内容が必要最小限となるよう検討
されているか

十分に検討されている 更なる検討の余地がある 検討されていない

④【長期借入れが可能な施設の整備事業
の場合】長期借入金等の活用が検討され
ているか　※該当しない事業はaとする

長期借入金に加え、他の自
己財源の活用が検討されて
いる

長期借入金の活用が検討さ
れている

長期借入金等の活用が検討
されていない

十分に期待される 期待される 不明確である

①②がa又はb ①②がb
①②のいずれかにcを有
す

①これまでの教育研究等の実績 高く評価される 評価される 不明確である

②当該事業により見込まれる教育研究等
への効果により、一層の活性化が図ら
れ、成果が期待できるか

十分に期待される 期待される 不明確である

十分に期待できる 期待できる
効果が不明確、又は、期
待できない

十分に期待できる 期待できる
効果が不明確、又は、期待
できない

緊急性が高い 緊急性がある 緊急性が低い

緊急性が高い 緊急性がある 緊急性が低い

該当する 該当しない

該当する 該当しない

評価
評価項目

３．大学等の中期目標・中期計画や施設整
備計画等の戦略との整合性、優先度

個
別
事
業
に
関
す
る
評
価
の
具
体
的
視
点

※『重点的支援』…「平成23年度国立大学法人等施設整備の方向性」の「◇重点的な整備の視点」に示した課題

○当該事業の環境負荷低減のための取組に
ついて効果が明確で期待できるか

７．安全・安心の確保

○【改修・改築事業の場合】安全・安心の
確保の観点から緊急性があるか
※新増築事業はaとする

５．教育研究等への効果

※ a：2点、b：1点、c：0点とする。この際、「5.教育研究等への効果等」は配点を2倍とする

○大学等の戦略に沿っているか。大学等の
優先度は高いか　※『重点的支援』のうち『Is値0.4
以下の施設の耐震化』に該当する事業はaとする

４．事業規模や費用等の適正性

○事業規模や費用等が適正な内容となって
いるか

８．国の政策課題として特に重点的に支援
すべき課題

○『重点的支援』※に該当するか

○当該事業により見込まれる教育研究等へ
の効果により、一層の活性化が図られ、成
果が期待できるか

６．環境負荷低減のための取組状況
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Ⅲ　事業評価

カテゴリー①～⑥

重点支援分野の対象事業※１

（評価項目：全ての項目）
耐震補強を主とした事業※２

（評価項目：Ⅱの3.4.7.8.）

基幹・環境整備事業
（評価項目：Ⅱの3.4.6.7.8.）

S Ⅱ：11点以上でcを有さない※３ Ⅱ：7点以上でcを有さない※３ Ⅱ：7点以上でcを有さない※３

A Ⅱ：9点以上でcを有さない※３ Ⅱ：5点以上でcを有さない※３ Ⅱ：5点以上でcを有さない※３

B Ⅱ：6点以上でcを有さない※３ Ⅱ：3点以上でcを有さない※３ Ⅱ：4点以上でcを有さない※３

C Ⅱ：cを有す※３ Ⅱ：cを有す※３ Ⅱ：cを有す※３

※３ 「８．国の政策課題として特に重点的に支援すべき課題」におけるc評価を除く

※１　全学的な取組状況の評価は、 ｓ(13点以上)、ａ(12点～11点)、b(10点)、c(9点以下)とするが、原則として s、a の場合
に事業選定の対象となる。

カテゴリー⑦

評価内容

評価

※２　耐震補強を主とした事業：緊急に安全性を確保するため行う耐震補強に当たり、効率的な事業執行の観点から、教育研
究に直接的関係はないものの当該建物を共用するために必要となる最低限度の改修(バリアフリー、外部改修のみ)を含む事業
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